
 

 

 

 

 

２月定例教育委員会会議 

 

 

（ 報  告 ） 

  



 



報告第１号 

 

美祢市学校医（耳鼻科医）の委嘱及び解嘱について 

 

美祢市学校医（耳鼻科医）の委嘱及び解嘱について、美祢市教育長に対する事務委任規則

（平成 20 年美祢市教育委員会規則第 5 号）第 4 条第 1 項の規定により、下記のとおり臨時

に代理したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

 

令和 5 年 2 月 27 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 南   順 子  

 

 

記 

 

１ 臨時代理年月日   令和 4 年 6 月 16 日 

 

２ 委員の任期   委嘱日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

 

３ 委員の氏名 

区分 氏 名 所  属 委嘱・解嘱日 備 考 

委嘱 潘 友季 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 伊佐小 

委嘱 潘 友季 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 厚保小 

委嘱 菅原 一真 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 大嶺小 

委嘱 橋本 誠 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 大嶺小 

委嘱 菅原 一真 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 麦川小 

委嘱 橋本 誠 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 麦川小 

委嘱 菅原 一真 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 豊田前小 

委嘱 橋本 誠 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 豊田前小 
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委嘱 潘 友季 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 伊佐中 

委嘱 潘 友季 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 17 日 厚保中 

解嘱 竹本 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 伊佐小 

解嘱 竹本 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 厚保小 

解嘱 山本 陽平 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 大嶺小 

解嘱 沖中 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 大嶺小 

解嘱 山本 陽平 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 麦川小 

解嘱 沖中 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 麦川小 

解嘱 山本 陽平 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 豊田前小 

解嘱 沖中 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 豊田前小 

解嘱 竹本 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 伊佐中 

解嘱 竹本 洋介 
山口大学大学院医学系 

研究科耳鼻咽喉科分野 
令和 4 年 6 月 16 日 厚保中 
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報告第２号 

 

   特別天然記念物秋芳洞再生事業評価委員会委員の解嘱について 

 

 特別天然記念物秋芳洞再生事業評価委員会委員の解嘱について、美祢市教育長に対する事

務委任規則(平成 20 年美祢市教育委員会規則第 5 号)第 4 条第 1 号の規定により、下記のとお

り臨時に代理したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

 

  令和 5 年 2 月 27 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 南   順 子 

 

 

記 

 

１ 臨時代理年月日   令和 5 年 1 月 31 日 

 

２ 委員の氏名 

区分 氏 名 所 属 解嘱日 備 考 

解嘱 久間 英樹 松江工業高等専門学校教授 令和 5 年 1 月 31 日  
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報告第３号 

 

   美祢市立秋吉台科学博物館建設基本構想策定委員会委員の解嘱について 

 

 美祢市立秋吉台科学博物館建設基本構想策定委員会委員の解嘱について、美祢市教育長に

対する事務委任規則(平成 20 年美祢市教育委員会規則第 5 号)第 4 条第 1 号の規定により、下

記のとおり臨時に代理したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

 

  令和 5 年 2 月 27 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 南   順 子 

 

 

記 

 

１ 臨時代理年月日   令和 5 年 1 月 31 日 

 

２ 委員の氏名 

区分 氏 名 所  属 解嘱日 備考 

解嘱 徳弘 靖亮 
株式会社 JTB 山口支店観光開

発プロデューサー 
令和 5 年 1 月 31 日  
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